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はじめに

社会福祉法人のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上を図る目的から社会福祉法が改正（2016

年（平成28年）３月31日公布）され、2017年（平成29年）４月１日に開始する事業年度からは、政令

で定める一定の事業規模を超える社会福祉法人には会計監査人の設置が義務付けられ、会計監査人

への社会からの期待や注目は、ますます高まっている。

本研究報告は、重要な虚偽表示の原因となる不正については社会福祉法人特有の問題が存在する

と考えられる中、社会福祉法人のガバナンスの特徴を明らかにし、起こり得る不正の特徴を分析す

るとともに不正リスクを例示し、更に社会福祉法人に特有なリスク評価手続を示すことによって、

社会福祉法人監査の実務におけるリスクアプローチに基づく監査証拠の入手及び文書化の参考に供

することを目的として取りまとめたものである。なお、本研究報告は監査基準委員会報告書240「財

務諸表監査における不正」（以下「監基報240」という。）を社会福祉法人監査に適用するに当たっ

て、主として監査対象となる社会福祉法人の特色に起因する不正の特徴について取り扱っており、

不正への対応など、監査対象の違いによらず監査人として共通の事項については監基報240を適用す

ることに留意されたい。

また、監基報240は、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示

リスクの識別と評価」及び同330「評価したリスクに対応する監査人の手続」における指針を、不正

による重要な虚偽表示リスクに関してどのように適用すべきかについて記載したものである。した

がって、非営利法人委員会研究報告第17号「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を

通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」を社会福祉法人監査に適用するに当たっての留意点」

を併せて参照されたい。

（注） 社会福祉法人の監査において、「監査における不正リスク対応基準」は適用対象外であるが、監

基報240≪Ⅱ 要求事項≫≪１．職業的専門家としての懐疑心≫に記載のとおり、監査人は、不正

による重要な虚偽表示が行われる可能性に常に留意し、監査の全過程を通じて、職業的懐疑心を保

持しなければならず、不正による重要な虚偽表示リスクについては、その評価、対応する監査手続

の実施、入手した監査証拠の評価に際し、職業的懐疑心を発揮すること。

１．社会福祉法人におけるガバナンス等の特徴と不正

監基報240は、不正の種類には、不正な財務報告と資産の流用があるとし、不正の主体から分類す

ると、経営者や取締役等が関与する経営者不正と企業の従業員だけが関与する従業員不正があり、

いずれも企業内部又は第三者との共謀の可能性があるとしている。また、監査人が経営者不正によ

る重要な虚偽表示を発見できないリスクは、従業員不正による場合のリスクよりも高いとされてい

る。

監査人は、社会福祉法人における不正の主体や動機等を考える場合に、社会福祉法人と所轄庁と

の関係や収入の特殊性、社会福祉法人の機関の特徴及びそのガバナンス機能との関係を十分理解し

て対応しなければならない。

(1) 社会福祉法人と所轄庁との関係

社会福祉法人とは、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）に基づき、所轄
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庁の認可を得て社会福祉事業を実施するために設立された法人である。所轄庁は、社会福祉法人

の業務及び財産の状況を検査する権限を有しており、法人運営に適正を欠く場合は、期限を定め

てその改善のために必要な措置をとるべき旨勧告することができ、期限内に従わなかったとき

は、その旨を公表することができる。また、勧告に従わない場合は、役員（理事、監事）の解職

勧告をすることができ、更に正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、

当該勧告に係る措置をとるべき旨命令することができる。命令に従わないときは、期限を定めて

業務の全部又は一部の停止を命じることができる他、他の方法により監督の目的を達すること

ができないときは、解散命令を発することができるとされている。

(2) 社会福祉法人の収入の特殊性

社会福祉法人では、建物や主要な設備等の取得の際に補助金等が支給されることが多いが、こ

の補助金受給に不正があると、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律

第179号）による罰則を受ける場合がある。また、社会福祉事業において、例えば、介護保険事

業を行う法人は、事前に所轄庁の事業者指定を受けなければならない。介護保険事業の実施に当

たっては、施設基準や人員配置基準があり、この基準を満たさずに介護報酬の給付を受けると、

いわゆる不正受給となり、給付金の返還又は「事業所連座制」により法人が運営する他の介護保

険事業所の指定も更新できないなどの行政処分を受け、事業の存続が困難となる場合もある。

(3) 社会福祉法人の機関の特徴

社会福祉法人の機関には、評議員、評議員会、理事、理事会、監事及び会計監査人がある。社

会福祉法人の各機関の業務について、法は、次の旨を定めている。

① 評議員

社会福祉法人には、評議員として、定款で定めた理事の員数を超える人数を置かなければな

らない（法36条①、40条③）。

② 評議員会

評議員会は議決機関であり、次に掲げる事項を決議する（法36条①、45条の８②）。

ア. 役員（理事・監事）と会計監査人の選任及び解任（法43条①、45条の４①②）

イ. 定款の変更（法45条の36①）

ウ. 計算書類の承認（法45条の30②）

エ. 監事の報酬（法45条の18③）

オ. 評議員、理事、監事の報酬の基準の承認（法45条の35②）

カ. 理事、監事又は会計監査人の責任の免除（法45条の20④）

キ. 解散（法46条の①）

ク. 吸収合併、新設合併の承認（法52条、54条の２①、54条の８）

ケ. 社会福祉充実計画の承認（法55条の２⑦）

③ 理事

ア. 社会福祉法人には、理事として、６名以上を置かなければならない（法44条③）。
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イ. 理事会により理事のうちから理事長を１名選定する（法45の13③）。

ウ. 理事長は社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を有する権限を

持つ理事であり必置機関である（法45条の16②一、45条の17①）。

エ. 理事長及び理事長以外の理事であって理事会の決議によって社会福祉法人の業務を執

行する理事として選定された理事が社会福祉法人の業務を執行する（法45条の16②二）。

④ 理事会

理事会は業務執行の決議、各理事の職務遂行の監督を行う必置機関であり、次の事項を決議

する（法45条の13①②④）。

ア. 重要な財産の処分及び譲受け

イ. 多額の借財

ウ. 重要な役割を担う職員の選任及び解任

エ. 従たる事業所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

オ. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福

祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の

整備

カ. 役員又は評議員がその任務を怠ったため、社会福祉法人が損害を受けたときの損害賠償

責任の免除

⑤ 監事

社会福祉法人には、監事として、２名以上を置かなければならず、次に掲げる職務を行う

（法44条③）。

ア. 計算書類等の監査（法45条の18①、45条の28①）

イ. 社会福祉法人の業務・財産の状況の調査（法45条の18②）

ウ. 理事の行為差止請求（法45条の18③）

エ. 理事会への報告（法45条の18③）

オ. 理事会への出席（法45条の18③）

カ. 評議員会への説明（法45条の10）

キ. 評議員会への報告（法45条の18③）

⑥ 会計監査人

特定社会福祉法人（その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。）に

ついては、会計監査人を置かなければならない（法37条）。

上記の他社会福祉法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる（法36条

②）。

なお、租税特別措置法第40条の適用を受けている法人については、重要事項の議決のうち以

下の事項について、評議員会の決議事項とすることが定款に記載されている必要がある。

・ 事業計画及び収支予算※１
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・ 基本財産の処分※１

・ 臨機の措置（予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄）※１

・ 公益事業・収益事業に関する重要な事項※１※２

・ 解散

※１：理事会における理事総数（現在数）の３分の２以上の多数による同意又は承認及

び評議員会の決議が必要

※２：公益事業・収益事業を行う法人に限る。

(4) 社会福祉法人のガバナンス機能が果たされない場合

社会福祉法人の各機関に係る法の定めは上記に示したとおりであるが、例えば、次のような実

態がある場合には、理事長や特定の理事に決定権限が集中し、又は理事長や理事（以下「理事者」

という。）及び監事の権限が著しく制限され、ガバナンス機能が十分発揮されないことがある。

① 評議員会や理事会の議事が形式化し審議が十分に行われていない。

② 理事長の業務実績が少ない。

③ 理事長又は理事会と施設長の間のコミュニケーションが十分取られていない。

④ 監事が非常勤のみであり、業務実績がほとんど認められない。

⑤ 内部監査が実施されていない。

⑥ 各種議事録及び資料類の保管・整理状況に不備があり、第三者からの確認が困難である。

２．社会福祉法人で発生し得る不正

先述のとおり、監査対象の違いによらず、社会福祉法人監査においても監基報240に則した対応

が必要となる。

これらを踏まえて、社会福祉法人において発生し得る不正を、監基報240に則して不正な財務報

告と資産の流用という観点から分類して例示すると次のようになる。

(1) 不正な財務報告

① 設置認可要件等をクリアするための法人の自己資金の過大表示

② 架空のサービス提供に基づく介護報酬の不正受給

不正な財務報告については、①のように「計算関係書類及び財産目録の利用者を欺くため

に計算関係書類及び財産目録に意図的な虚偽表示を行う」こと自体が目的の場合と、②のよ

うに「不当又は違法な利益を得るために」行われた結果として計算関係書類及び財産目録が

虚偽表示となる場合とが考えられる。

この点は後述する不正リスク要因を検討する上で重要である。

(2) 資産の流用

① 現金回収や事業未収金の消し込みを利用した利用者負担金の流用

② 入所者からの預り金の流用

③ 購買取引、建設工事取引に係るキックバックや理事者及びその近親者との取引を利用した

資産の流用
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④ 寄附金、研修謝礼等の簿外処理による流用

資産の流用は、従業員により行われ比較的少額であることが多いが、資産の流用を偽装し

隠蔽することを比較的容易に実施できる立場にある理事者が関与することもあるため、社会

福祉法人においても特に特定の理事者の権限が強大な場合には多額の不正が行われることも

あり得る。実際に理事者等による横領の事例が散見される。

３．不正な財務報告による虚偽表示に関する要因

監基報240第23項では、監査人は、内部統制を含む、企業及び企業環境を理解する際に、「実施した

その他のリスク評価手続とこれに関連する活動により入手した情報が、不正リスク要因の存在を示

しているかどうかを検討しなければならない。」としている。

そして、監基報240第10項において、不正リスク要因を「不正を実行する動機やプレッシャーの存

在を示す事象や状況、不正を実行する機会を与える事象や状況、又は不正行為に対する姿勢や不正

行為を正当化する状況」と定義した上で、更に不正による重要な虚偽表示が行われる場合に通常見

られる三つの状況として、「動機・プレッシャー」、「機会」、「姿勢・正当化」に分類している。

こうした不正リスク要因には、不正な財務報告による虚偽表示に関する要因と資産の流用による

虚偽表示に関する要因の２種類があり、このうち、まず社会福祉法人における不正な財務報告によ

る虚偽表示に関する要因を検討する際に、特に留意すべき事象・状況は以下のとおりである。

(1) 動機・プレッシャー

① 認可取消し等の回避

社会福祉法人を設立し社会福祉施設を運営するには所轄庁の認可を受けなければならず、

認可取消しとなると事業を継続できなくなる。

例えば、介護保険事業所の場合、介護保険法（平成９年法律第123号）での基準違反となる

と「事業所連座制」により事業所指定を更新できなくなる可能性がある。そのような事態を回

避するため、職員の配置状況の仮装等により介護報酬を不正に受給するなど、理事者が不正な

財務報告を行うおそれがある。

また、施設を新設する場合、国、地方公共団体から補助金を受けることが多いが、通常はそ

の際に法人側にも一定額の自己資金拠出が求められる。自己資金を準備できない場合、補助金

給付を含む施設の設置認可等が取り消されることとなるので、設置認可等を受けるために自

己資金が十分にあるように装うなど、理事者が不正な財務報告を行うおそれがある。

② 収入の確保

例えば、介護保険事業所を運営する法人において、介護保険給付（収入）は重要な収入源で

ある。介護給付単価は公定価格として示されているが、近年はその見直しに当たり給付単価の

抑制を伴うことが多く、介護保険給付（収入）の減少が施設運営に支障を来すこともあり得る。

理事者は施設を維持するために収入確保を強く求められており、介護保険給付の要件を満

たしているかのように装って意図的に不正給付を得ようとし、その結果、不正な財務報告を行

うおそれがある。
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③ 銀行からの資金調達の確保

社会福祉法人は、法人存立の基礎となる基本財産が原則として寄附金で整備され、また建物

や主要な設備等の取得の際に、補助金等を受給することが多い。また、自己調達資金として独

立行政法人福祉医療機構からの借入れか協調融資による銀行借入れがなされる場合が多いが、

借入金利息について利子補給補助金を受給することも多く、資金調達コストが低いという特

徴がある。

社会福祉法人は安定した財政基盤の確保を強く求められており、短期的な運営資金を外部

から借り入れる法人は営利法人と比較して少ない。恒常的に銀行から短期運営資金を借り入

れる法人は財務体質が弱い場合も考えられ、資金調達を確保するために収支状況の操作を行

うなど、不正な財務報告を行うおそれがある。

④ 資金の使途制限

法人の事業収入には一定の使途制限が課される場合もある。

例えば、措置費収入、運営費収入は、対象事業を実施するために助成される公的資金であり、

原則としてその資金は、法人本部の運営、施設設備の取得、借入金の返済等には充当できない。

また、介護報酬収入、自立支援給付費等収入及びその利用者負担金収入等は、収益事業に要す

る経費、法人外への資金流出、高額な役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費に

充当できない。

資金の使途制限に抵触すると、資金流出を補填するように行政指導を受ける場合もあるた

め、資金の使途制限に抵触していないかのように取引を仮装するなど、不正な財務報告を行う

おそれがある。

⑤ 資金の弾力運用・繰入れ

一方、上記の資金の使途制限の弾力的な運用措置として、例えば、措置費収入、運営費収入

は、一定の要件を満たした場合には、一定の限度額内で法人本部の運営、施設設備の取得、借

入金の返済等にその資金の使用が認められている。

また、資金の繰入れについては、介護保険施設や自立支援施設において一定の要件を満たし

た場合には、同一法人内の他の社会福祉事業又は公益事業に資金を繰り入れて差し支えない

とされている。

これに対し、収支状況が悪化し繰入限度額を超えるおそれがある場合、施設間で経費の付け

替えを意図的に操作するなど、法人内部取引について上記の資金の弾力運用等に関する要件

に抵触していないかのように取引を仮装し、不正な財務報告を行うおそれがある。

⑥ 受託事業

法人は種々の行政事業等を受託するが、受託収入から生じた収支差額について、返還するか

翌年度に繰り越すかは受託契約により異なる。収支差額の返還条項がある場合、翌年度に帰属

すべき支出取引を当年度の取引として会計処理する等、支出の期間帰属が歪められるおそれ

がある。

また、受託事業によっては支出対象経費の範囲について制限される場合があるが、その場合
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に支出科目を意図的に改竄し、支出対象経費以外の経費を受託事業の経費に混入させるなど、

不正な財務報告を行うおそれがある。

⑦ 社会福祉充実計画

社会福祉法人は、保有する財産から事業継続に必要な資産を控除した場合に、なお一定の財

産が生じる場合には社会福祉充実残額を算定し、これを社会福祉事業等に計画的に再投資す

る必要がある。社会福祉充実残額は、貸借対照表の資産の部合計から、負債の部合計、基本金

及び国庫補助金等特別積立金を差し引いた額を基礎として、更に社会福祉法に基づく事業に

活用している不動産等の額等を控除するなど、毎年度の財務報告を基礎としている。社会福祉

充実計画による再投資によって財産が法人外へ資金流出することを避けようとして、架空の

事業用資産の計上や過大な負債計上を行うなど、不正な財務報告を行うおそれがある。

(2) 機会

① 特定の理事者への権限集中

社会福祉法人は財団に近い組織形態であるが、法人の設立時の寄附者及びその関係者が理

事者になっていることがあり、そのような法人では特定の理事者に権限が集中する場合があ

る。特定の理事者の権限が過大となった場合、理事会、監事及び評議員会による監視活動が有

効に機能しないおそれがある。

② 理事会等の機能

施設長を除き、常勤役員がいない法人もあり、また、理事会の開催回数が少ない、監事が非

常勤で無報酬、といった法人もある。そのような法人では理事会、監事による監視活動が有効

に機能しないおそれがある。

③ 法人の規模

社会福祉法人は比較的小規模な法人であることが多いが、小規模な法人で役職員に同族者

が多い場合は、特に理事者又は同族の役職員が内部統制を無効化し、人的統制が有効に機能し

ないおそれがある。

(3) 姿勢・正当化

・ 理事者の福祉に対する理念・使命感

社会福祉法人の理事者の多くは、高齢者、障害者等社会的弱者に対し福祉サービスを提供す

ることに強い使命感を感じている。そのため、ボランティア精神が強く採算が取れない事業で

あっても、需要があれば福祉サービスを提供しようとする場合もあり、赤字事業を継続する結

果、財務体質がぜい弱になるおそれがある。

また、理事者は福祉サービスを幅広く提供することに強い意欲を持つ場合が多く、そのため

自己資金の不足を招く状況であっても補助を受け施設整備を進めるということもある。

理事者のこうした姿勢が法人の資金状況、財政状態の悪化を招き、３．(1)に掲げた動機・

プレッシャーにつながるおそれがあるとともに、不正な財務報告を行ってでも社会福祉事業
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への使命感を充足しようとするおそれがある。

４．資産の流用による虚偽表示に関する要因

資産の流用による虚偽表示に関する要因についても、不正な財務報告による虚偽表示に関する要

因と同様に、「動機・プレッシャー」、「機会」、「姿勢・正当化」に分類し検討する必要がある。

社会福祉法人において、資産の流用による虚偽表示に関する要因を検討する際に、特に留意すべ

き事象・状況は以下のとおりである。

(1) 動機・プレッシャー

・ 個人的な債務の存在

理事者や職員に個人的な債務がある場合には、次のように資産を流用する動機・プレッシ

ャーが生ずる。

なお、特に理事者については、法人設立時や施設創設時等に法人に対して寄附を行うこと

があるが、その資金を個人としての借入れによって調達した結果として、個人債務が存在す

る場合もあることに留意する。

・ 個人の借入金の担保に社会福祉法人の資産を提供する。

・ 理事者が支配している建設会社と工事費の水増し契約を行う。

(2) 機会

① 不適切な内部統制

社会福祉法人においては、福祉サービスの現場を重視する余り、内部統制が十分でない場合

もあるが、次のように資産に対する内部統制が不適切な場合には、資産の流用の可能性が増大

する。

・ 職務の分離又は牽制が不十分である。

・ 資産を管理する職員に対し理事者が適切な監視をしていない。

・ 理事者又は職員の旅費などの精算に関して監視が不十分である。

② 専門的知識の不足

次のように理事者等に、特殊な分野に対する専門的知識が不足するために管理が不十分で

あると、資産の流用の可能性が増大する。

・ ＩＴに関する理事者の理解が不十分なため、ＩＴ担当者による資産の流用が可能な状況

にある。

③ 不十分な監視活動

法人内で特定の理事者に権限が集中し、当該理事者以外の者が意見し難い環境の場合、理事

会や監事、評議員会の監視活動が有効に機能せず、資産の流用の可能性が増大する。

(3) 姿勢・正当化

① 内部統制の軽視

理事者が資産の流用を防止するための内部統制を無効化する、又は内部統制の不備を是正
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しようとしない場合、資産の流用の可能性が増大する。

② 職員の処遇に対する不満

社会福祉法人の職員は、厳しい職務内容に比して報酬等の処遇面で十分とは言えない場合

も多い。それが職員の法人への不満につながり、資産の流用の可能性が増大する。

５．リスク評価手続

監査人は、リスク評価手続の一環として、不正による重要な虚偽表示リスクの識別のために、前項

までに記載したような不正リスク要因について検討するが、その検討に当たって、社会福祉法人に

特有なリスク評価手続として以下のような手続が考えられる。

(1) 予算管理

社会福祉法人は、社会福祉事業という公益性の高い事業を行っているため、従来から予算管理

が重視されている。

したがって、予算編成に関する根拠資料の閲覧、編成担当者への質問等により、理事者にとっ

ての動機・プレッシャーを評価することができる。また、予算の承認プロセスを検討することで

理事会・監事の監視機能を評価することに資する。

(2) 外部の評価等の利用

社会福祉法人は、所轄庁による指導監査を定期的に受けている。また、近年では外部機関によ

る第三者評価や外部専門家の利用による助言や指導を受けている法人も少なくない。これらの

結果については、直接的に評価に活用できるものもあるが、問題点の把握の端緒となることもあ

る。

所轄庁の指導監査や第三者評価の結果について報告書等を閲覧し、その指摘事項を確かめる

ことで不正リスク要因に関連する事象がないか検討するとともに、指摘事項に対する取組状況

を検討することで理事者の姿勢を評価することに資する。

(3) 理事者及びその関係者との取引

社会福祉法人は、設立時に理事者又はその関係者からの寄附が行われることも多く、特定の理

事者に権限が集中し、理事会、監事及び評議員会による監視活動が有効に機能しないおそれがあ

る。

例えば、購買取引等について、理事者の独断による理事者の支配力の及ぶ業者の選定、価格の

決定等により、法人に不利な条件で取引が行われる可能性がある。そのため、購買等の取引につ

いては、頻繁又は多額な取引のある取引業者に関して、その取引内容、業者の選定経緯、取引業

者の役員等に理事者又はその関係者が含まれていないかなどについて、質問、登記簿謄本の閲覧

等を行うことによって、理事者の独断による不利な条件の取引の実施といった資産の流用によ

る虚偽表示に関する要因を検討する。

なお、監基報240の付録３≪(4) 留意すべき通例でない取引等≫においても、「関連当事者又

は企業との関係が不明な相手先（個人を含む。）との間に、事業上の合理性が不明瞭な重要な資

金の貸付・借入契約、担保提供又は債務保証・被保証の契約がある」場合が例示されているので、



- 10 -

併せて留意されたい。

(4) 社会福祉充実計画に対する理事者の姿勢

社会福祉充実計画が策定されている場合には、当該計画を実施しなければならない。

したがって、当該計画の内容や進捗状況について、関連資料の閲覧や担当者への質問により、

社会福祉に対する理事者の姿勢を評価することに資する。

(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の

業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制

特定社会福祉法人においては、理事会において社会福祉法人の業務の適正を確保するための体

制等について決議する必要がある。

当該体制等が決議されているか、体制を確認することで、理事者のガバナンスに対する姿勢を

評価することに資する。

６．収益認識における不正リスク

監基報240第25項では、「監査人は、不正による重要な虚偽表示リスクを識別し評価する際、収益認

識には不正リスクがあるという推定に基づき、どのような種類の収益、取引形態又はアサーション

に関連して不正リスクが発生するかを判断しなければならない。」と規定されている。

社会福祉法人においても、特に３．(1)に記載したような認可取消し等の回避、収入の確保、銀行

からの資金調達の確保といった不正リスク要因は収益認識と強く関連しており、アサーション・レ

ベルのリスク評価を実施するに際しては不正リスクが発生するかを慎重に検討する必要がある。

なお、上記のような要因を考慮した上で、なお収益認識に関する推定を適用する状況にないと結

論付け、そのため収益認識を不正による重要な虚偽表示リスクとして識別していない場合には、そ

の理由を監査調書に記録しなければならないことに留意する必要がある。

７．評価した不正による重要な虚偽表示リスクへの対応手続

社会福祉法人においても、一般事業会社等における監査における要求事項と大きく異なることは

ない。すなわち、監基報240第27項、同第28項で要求されている全般的な対応、同第29項で要求

されている評価されたアサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに対応する監査人

の手続を実施する必要がある。

なお、社会福祉法人の事業内容を十分に理解した上で、不正リスクの検討を行うことが必要であ

り、例えば、社会福祉法人の実施する介護保険事業において、理事者等が認可取消し等を回避するた

めに職員配置基準の仮装等により介護報酬を不正に受給するなど、不正リスクの発生可能性が高い

と判断される場合には、監査人は、それが不正な財務報告につながる可能性を評価し、不正リスクに

応じた監査手続の実施が必要となる。

８．理事者による内部統制の無効化に関係したリスク対応手続

監基報240第30項では、「経営者は、有効に運用されている内部統制を無効化することによって、会

計記録を改竄し不正な財務諸表を作成することができる特別な立場にある。経営者による内部統制
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を無効化するリスクの程度は企業によって異なるが、全ての企業に存在する。内部統制の無効化は

予期せぬ手段により行われるため、不正による重要な虚偽表示リスクであり、それゆえ特別な検討

を必要とするリスクである。」と規定されている。

社会福祉法人においても、理事者による内部統制を無効化するリスクは、法人によってリスクの

程度は異なるが、全ての社会福祉法人に存在する。

したがって、監査人は、理事者による内部統制を無効化するリスクを特別な検討を必要とするリ

スクとして取扱い、監基報240の第31項及び同第32項に記載されているように、理事者による内部統

制の無効化に関係したリスク対応手続を実施すべきであることに留意する。

９．理事者確認書

監基報240第38項の適用に当たり、社会福祉法人においても次の事項を記載した理事者確認書を入

手しなければならない点に留意が必要である。

(1) 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類及び財産目録を作成するために、理

事者が必要と判断する内部統制を整備及び運用する責任は理事者にある旨

(2) 不正による計算関係書類及び財産目録の重要な虚偽表示の可能性に対する理事者の評価を監

査人に示した旨

(3) 以下の法人に影響を与える不正又は不正の疑いがある事項に関する情報が存在する場合、当

該情報を監査人に示した旨

① 理事者による不正又は不正の疑い

② 内部統制において重要な役割を担っている職員による不正又は不正の疑い

③ 上記以外の者による計算関係書類及び財産目録に重要な影響を及ぼす可能性がある不正又

は不正の疑い

(4) 職員、元職員、所轄庁又はその他の者から入手した計算関係書類及び財産目録に影響する不

正の申立て又は不正の疑いがある事項に関する情報を監査人に示した旨

なお、社会福祉法人の理事者確認書については、非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法

人の理事者確認書に関するＱ＆Ａ」を併せて参照することが有用である。
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（付録） 資産の流用に関する不正リスクと、対応する内部統制の例示

本付録では、資産の流用に関する不正リスクと当該リスクを防止発見する上で有効と考えられる

内部統制を例示している。

４．(2)に記載のとおり、内部統制が不適切な場合に資産の流用の可能性が増大するため、不正リ

スクを検討するとともに当該リスクを防止発見する上で有効と考えられる内部統制についても検討

する必要があり、その際に参照されたい。

① 寄附金を法人会計に入金せずに流用する。

有効な内部統制の例：寄附金の収受について、必ず連番管理された寄附申込書や寄附金受領書

を使用する。

② 利用者負担金等の現金徴収分を法人会計に入金せずに流用する。

有効な内部統制の例：一時保育料等、利用者から直接現金で徴収する収入については、現金徴収

時に収入計上するだけではなく、収受すべき総額を収入計上することで未収分を明確にする。ま

た、介護報酬収入、自立支援給付費収入等については、請求時に利用者負担分も未収計上して管理

する。

③ 入所者預り金を流用する。

有効な内部統制の例：入所者の預り金からの出金について一定の承認手続を取る。また、定期的

に関係者に入出金記録を提示し、承認を受ける。

④ 就労支援事業等において、原材料・生産物等の在庫を法人外に持ち出す。

有効な内部統制の例：受払台帳等を作成して管理するとともに、定期的に現物の棚卸しを行い、

責任者の承認を得る。

⑤ コンサルタント契約など、その支出と効果の関係が直接的に判断し難い取引を装って法人資産

を不当に流用する。

有効な内部統制の例：業務委託等に関する手続規程を整備し、契約締結に当たって理事会の承

認等の一定の承認手続を受ける。

⑥ 個人の借入金の担保に法人の資産を提供する。

有効な内部統制の例：定期預金証書等については定期的に実査する。不動産についても定期的

に登記簿謄本を確認する。

⑦ 理事者が支配している建設会社と工事費の水増し契約を行い、水増し分を流用する。

有効な内部統制の例：重要な取引については理事会で事前に承認する。また、一定金額以上の工

事については入札を行う。

⑧ 銀行印を不正利用し、理事者又は職員個人の口座に入金する。

有効な内部統制の例：印鑑管理に関する職務分離が適切に行われている。また、印鑑使用簿等
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により、使用状況や物理的な管理状況が適切に把握されている。

以 上


